
後発医薬品安心使用促進の
取組みについて

資料１

平成29年度第１回協議会の資料より



患者

○後発医薬品についての患者の認知度は⾼く、使⽤に関してあまり不安をもって
いない。しかし、後発医薬品の使⽤が医療保険財政の維持に繋がることについ
ては関心が低い。

≪課題≫

○市町村国保の後発品差額通知の裏⾯等の空きスペースを利⽤し、後発医薬
品使⽤促進と医療保険財政の維持についての啓発を実施します。

≪取組み内容≫（実施予定）

別添１ 差額通知（例）



医師・⻭科医師

○大阪府のホームページに、ＰＭＤＡや国衛研等の個別の情報を集約し掲載
いたしました。
「後発医薬品（ジェネリック医薬品）について（大阪府ホームページ）」
http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html

○上記、大阪府のホームページの周知や後発医薬品における現状などを各団体
の広報誌などを活用し、周知をお願いいたします。

○後発医薬品に対する不安には、承認審査の制度の違いに対する理解不⾜が
ある。

≪課題≫

○後発医薬品個別の情報（安全性情報等）は、ＰＭＤＡや国衛研等の
ホームページに掲載されているが、認知度は低く、あまり活用されていない。
○先発医薬品に対する安心は得ているが、使用経験がない後発医薬品は、
患者に自信を持って勧めにくい。

≪取組み内容≫（実施済）

別添２ 記事の掲載について 未

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html


病院

○「記事の掲載について」の内容を各団体の広報誌に掲載していただき、
病院内での情報共有体制について確認をお願いいたします。

○処方されている薬の銘柄がわからないことに対する不安があるため、一般名処
方に対し抵抗感がある。
○薬局が一般名処方で調剤した医薬品の銘柄情報は、ほとんどの薬局が病院・
診療所に対し情報提供を⾏っているにもかかわらず、病院医師・診療所医師の
約半数が情報を受けていない。

≪課題≫

○お薬手帳には調剤した情報を掲載しているため、府は患者に対し、診察時にも
お薬手帳と薬剤情報提供書を持参するように啓発していきます。

≪取組み内容≫（実施予定）

別添２ 記事の掲載について 未



薬局

○6月1日現在後発医薬品調剤割合75％以上の薬局に対し、勧め方の好事
例の調査を実施しました。

○薬局薬剤師からの働きかけが有効であるデータもあることから、薬局薬剤師に
対し、患者への後発医薬品周知協⼒などの啓発を引き続き⾏っていきます。

別添３ 好事例集（ハンドブック）

○薬局では、初回来局時、患者に後発医薬品の使用意向を確認するが、
「不要」と回答している⼈に対して、処⽅変更等のきっかけがないと再度勧める
ことは少ない。

≪課題≫

≪取組み内容≫（実施予定）

継続中



後発医薬品メーカー・医薬品卸

○日本ジェネリック製薬協会において、適応症一覧が掲載されています。

○大阪府のホームページに、後発医薬品に関する情報を集約し掲載いたしました。
「後発医薬品（ジェネリック医薬品）について（大阪府ホームページ）」
http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html

≪課題≫

○後発医薬品メーカーは、薬剤師が後発医薬品の特性（飲みやすさ、使いやすさ
の工夫等）を患者に説明するための資材（製剤⾒本）を提供する等、薬剤師
への積極的な支援が必要。
○後発医薬品の仕組みに関する情報（承認審査項⽬や品質管理⽅法等）が
不⾜している。後発医薬品メーカーは、適応症一覧等の医療関係者が必要と
する情報を収集し、掲載場所について広く知らせることが必要。

≪取組み内容≫（実施済）

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html


今後の取組みについて

○子ども（保護者含む）に対する後発医薬品への理解を深める講座などを実施するなど
の啓発を⾏う。
例︓⼤阪府教育庁が実施している放課後⼦ども教室に講座を開設
学校薬剤師による講習会など

≪課題≫
○年代別使⽤割合の状況から若年層（５〜１５才）の使⽤割合が低い

≪取組み内容（案）≫

○地域（市町村）によって使⽤割合に差がでる要因を様々な観点から分析調査を⾏う。
○モデル地域を指定し、市町村国保等で地域における課題解決に向けた取組みを⾏う。

≪課題≫
○府内市町村別 後発医薬品の使用状況（参考資料１【１】②）から府内市町村間で
使用割合が最大で14.6％の差があるなど、地域（市町村）における使用がすすんで
いない要因の調査・分析が必要。

≪取組み内容（案）≫

未

未



別添１





別添２ 

大阪府は、後発医薬品安心使用促進に取り組んでいます！ 

大阪府健康医療部薬務課 
 

 大阪府は、「後発医薬品安心使用促進のための協議会」を設置し、平成28年7月に府内

の後発医薬品に関する現状を把握のために、アンケート調査を病院、診療所に対して実施

しました。 

 その結果、医師から次の２点についてご意見をいただきました。 

  ① 一般名で処方した場合、実際に調剤された銘柄がわからないことに不安がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  【参考】 

   薬局では、処方箋を発行した医療機関に対し、調剤した薬剤の銘柄等情報提供しています。 

   薬局からの情報を、病院内で共有できるよう体制を今一度ご確認ください。 

     厚生労働省通知「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」（平成24年３月５日付け保医発0305第12号） 

 

  ② 後発医薬品の製品個別の情報が必要時に手に入りにくい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 府のホームページに、後発医薬品に関する情報を集約しています。 

 品質情報、安全性情報、効能効果・用法用量等に違いのあるものなど、 

 後発医薬品について調べたい情報にすぐにアクセスできます！ 

 是非ご活用ください。 

「後発医薬品（ジェネリック医薬品）について（大阪府ホームページ）」 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html 

 

 お薬手帳には、調剤された薬の情報が記載されています。 

 府は、患者に、診察時にもお薬手帳と薬剤情報提供書を持参するよう 

 啓発していきます。 

 医療機関で診察時にも、患者の持参するお薬手帳をご活用ください！ 

ご意見に対する本府の対応 

ご意見に対する本府の対応 

大阪府の後発医薬品使用割合は、69.6％ 全国41位です 
（平成30年2月時点 全国平均は72.5%） 

 

  厚生労働省は、平成32年9月までに80％を目標とし、できる限り 

  早期に達成するように推進しています。府も引き続き、後発医薬品の 

  安心使用促進に取組んでいきますのでご協力をよろしくお願いします。 

ご協力お願いします！ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/yakumu/generic/index.html


平成30年第１回 

大阪府後発医薬品安心使用促進のための協議会 

 

「ジェネリック医薬品のススメ ハンドブック」 

に関するアンケート結果 

 

 

１．配布先 

  府内薬局 約 4000施設（平成 30年５月上旬配布） 

 

 

２．回答数（平成 30年７月 20日時点） 

  １４７ 

 

 

３．ハンドブック使用後の感想 

  （１）内容    ３．７９ 

  （２）デザイン  ３．７１ 

  （３）使用促進  ４．０８ 

 

   総合得点平均  ７９．９４ 

別添３ 


